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積雪時の検針にご協力を
積雪時は、メーターボックスの上の雪を取り除

いてください。メーターボックスの上に雪がある

と、検針ができません。メーターボックスの上に

は、物などを絶対に置かないようしていただき、

検針にご協力をお願いします。

※水道を使用する人は、市条例により、メーター

の周りに物を置かないなど、善良な管理をする

こととなっています。

給水工事について
家屋などの新築、改築に伴って、水道給水装置

工事（新築・増設・改造）をするときや、建築工

事などによる臨時の給水をするときは、必ず着工

前に、彦根市指定給水装置工事事業者を通じて

水道部への給水申し込みをしてください。

開栓・閉栓の手続きについて
転居などにより、水道の開栓・閉栓される際は、

あらかじめ 水道部にお越しいただくか、電話・

ファクスでお知らせください。（土・日曜日、祝

日を除く３日前までに手続きをしてください。）

水道料金のお支払について
水道事業は、水道を使用されるお客様からお支

払いただく水道料金によって成り立っています。

お支払いただいた水道料金は、生活に必要な水を

安定的に供給し続けるための大切な命綱です。お

支払いいただけないと、給水をお断りしますので、

必ず期限内にお支払いください。

期限内にお支払いがない場合、督促を開始した

時から、料金とは別に手数料が加算されますので、

十分ご注意ください。なお、督促を放置されます

と、弁護士を通じて簡易裁判所への支払督促の申

立を行います。

工
事
事
業
者
に
修
理
を
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。

※
屋
内
修
理
は
、
必
ず
彦
根
市
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
で
行

っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
修
理

に
か
か
る
費
用
に
つ
き
ま
し
て

は
、
お
客
様
の
ご
負
担
に
な
り

ま
す
。

※
年
末
年
始
は
、
各
業
者
と
も
休

み
に
な
り
ま
す
。
給
水
装
置
の

事
故
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

て
氷
を
溶
か
し
て
く
だ
さ
い
。

※
熱
湯
は
絶
対
に
使
わ
な
い
で
く

だ
さ
い
。
水
道
管
が
破
裂
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

水
道
管
が

破
裂
し
た
と
き
は
？

水
道
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の

バ
ル
ブ
を
閉
め
、
破
裂
し
た
部
分

に
布
や
テ
ー
プ
を
巻
い
て
応
急
手

当
を
し
、
彦
根
市
指
定
給
水
装
置

防
寒
の
し
か
た

保
温
材
を
蛇
口
の
と
こ
ろ
ま
で
巻

い
て
く
だ
さ
い
。
毛
布
・
布
な
ど

を
保
温
材
と
し
て
利
用
し
た
と
き

は
、
そ
の
う
え
か
ら
ビ
ニ
ー
ル
な

ど
を
巻
い
て
く
だ
さ
い
。

水
道
管
が
凍
り
つ
い
て
水
が

出
な
い
と
き
は
？

タ
オ
ル
を
か
ぶ
せ
て
、
そ
の
上

か
ら
ぬ
る
ま
湯
を
ゆ
っ
く
り
か
け

窓
口
開
設
日
や
営
業
時
間

の
拡
大
な
ど
、
お
客
様
へ
の

サ
ー
ビ
ス
向
上
を
目
的
に
、

業
務
の
一
部
を
民
間
会
社
に

委
託
し
ま
す
。

委
託
す
る
内
容

開
・
閉
栓
な
ど
の
受
付
業

務
、
検
針
業
務
、
料
金
計
算

お
よ
び
徴
収
業
務
、
精
算
業

務
、
現
地
で
の
開
・
閉
栓
業

務
、
滞
納
整
理
業
務
、
メ
ー

タ
ー
管
理
関
連
業
務

委
託
を
開
始
す
る
日

平
成
20
年
10
月
１
日

か
ら

新
し
い
窓
口

委
託
後
は
、
市
役
所
と
は

別
の
建
物
に
（
仮
称
）
水
道

サ
ー
ビ
ス
お
客
様
セ
ン
タ
ー

を
設
け
、
業
務
を
行
い
ま
す
。

お
客
様
セ
ン
タ
ー
の
場

所
・
連
絡
先
な
ど
の
詳
細
が

決
ま
り
ま
し
た
ら
、
広
報
ひ

こ
ね
や
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
水
道
の
給
水
に
関
す
る
工
事
は
、

法
令
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

を
確
保
す
る
た
め
、
水
道
法
や

彦
根
市
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
、

彦
根
市
指
定
給
水
装
置
工
事
事

業
者
が
、
施
工
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　

水
道
部
業

務
課

22

２
７
２
２
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
24

４
０
５
４
番
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期
限
は
１
月
31
日

で
す

償
却
資
産
の
申
告

償
却
資
産
と
は
、
事
業
の
た
め
に

使
う
こ
と
の
で
き
る
、土
地
・
家
屋
以

外
の
資
産
で
、
そ
の
減
価
償
却
費
が
、

法
人
税
法
ま
た
は
所
得
税
法
で
定
め

る
所
得
の
計
算
上
、
損
金
ま
た
は
必

要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
資
産
（
こ
れ

に
類
す
る
資
産
で
、
法
人
税
ま
た
は

所
得
税
を
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人
が

所
有
す
る
資
産
を
含
む
）
の
こ
と
で

す
（
左
の
表
参
照
）。
償
却
資
産
は
、

土
地
や
家
屋
と
同
じ
よ
う
に
固
定
資

産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
業
用
資
産
（
貸
し

付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
）
を
市
内

に
所
有
し
て
い
る
人
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
の
、
そ
の
償
却
資
産
の
所

在
地
、
種
類
、
数
量
、
取
得
時
期
、

取
得
価
額
、
耐
用
年
数
な
ど
を
申
告

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
告
期
限

は
、
平
成
20
年
１
月
31
日

で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
資
産

税
係
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、
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Ａ
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番

創
業
に
要
し
た
費
用
の
助
成

制
度
が
あ
り
ま
す
。

新
た
に
会
社
や
、
個
人
事
業
を
創

業
し
た
、
ま
た
は
こ
れ
か
ら
創
業
し

よ
う
と
す
る
人
を
対
象
に
、
次
の
要

件
を
満
た
し
た
場
合
の
助
成
制
度
が

あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

高
年
齢
者
等

共
同
就
業
機
会
創
出
助
成
金

45
才
以
上
の
高
年
齢
者
な
ど
、

３
人
以
上
が
共
同
で
事
業
を
開
始

し
、
労
働
者
を
雇
い
入
れ
て
、
継

続
的
な
雇
用
・
就
業
の
機
会
を
創

設
し
た
と
き
。

地
域
創
業
助
成
金

地
域
貢
献
事
業
を
行
う
法
人
ま

た
は
個
人
事
業
を
開
業
し
、
65
才

未
満
の
人
で
、
会
社
の
倒
産
や
解

雇
・
定
年
な
ど
、
自
ら
の
意
志
に

よ
ら
ず
に
会
社
を
離
職
し
た
人
を

１
人
以
上
含
む
、
２
人
以
上
の
常

用
労
働
者
お
よ
び
短
時
間
労
働
者

を
雇
用
し
た
と
き
。

※
創
業
、
雇
い
入
れ
の
要
件
や
支
給

金
額
な
ど
、
詳
し
く
は

滋
賀
県

雇
用
開
発
協
会
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

滋
賀
県
雇
用
開

発
協
会

０
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２
６
４
８

５
３
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
７

５
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番


